
明
治
維
新

マ」淨
土
宗
曾
侶

の
動
向
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佐

藤

密

雄

欄

維
新
運
動
ざ
淨
土
宗
僭
侶

徳
川

中
期
の
文
化
の
成
熱
期
を
過
ぎ
る
頃
反
動
的
役
割
を
帶
び
た
國
學
勃
興
・こ
紳
道
主
義
的
國
民
思
想
の
流
行
は
、

徳
川
政
權

へ
の
批
判

-こ
な
り
、

文
化
、
思
想
の
支
配
者
た
る
儒
佛
二
道

へ
の
反
撃
-こ
な

つ
て
、
是
れ
を
機
魯
・こ
し
て
支
配
齲

に
も
被
支
配
暦
に
も
奪
王
を
具
體
化

し
た

一
大
改
革
が
必
然
な
も
の
ーこ
し
て
豫
感
せ
ら
れ
た
。

現
實
爲
政
の
上
暦
部
は
、
混
亂
な
き
改
革
實
現
に
惱
み
保

守
的
漸
進
的
で
あ

つ
た

が
、

豫
感
せ
ら
る
曳
革
新

.こ
爲
政
の
現
實
の
自
圭
性
な
き
相
歌
・こ
は

一
般
民
衆
及
び
依
存
的
知
識
階
級
を
し
て
見

え

ざ

る
壓
迫
を
感
ぜ
し

め
、

不
安
の
非
常
時
態

へ
導
く
に
到

つ
た
。
新
思
態
の
實
動
者
は
、
牛
ば
現
實
支
配
暦

に
發
言
の
地
盤
を
確
保
し
、
牛
ば
現
實
施
政
に
自
由

批
搬
者

た
り
得
る
人
々
を
中
軸
、こ
し
て
、

全
き
自
由
人
を
外
廓
運
動
者
に
持

つ
て
現
は
れ
た
。
然
も
革
新
の
思
想
は
上
下
す
べ
て
が
異
論
な

き
尊
王
思
想
を
大
前
提
・こ
し
、

口
實

は
何
入
が
立
つ
、こ
し
て
も
進
退
兩
難
に
陷
ら
し
め
ら
る
」
攘
夷
で
あ

つ
た
。
文
久
三
年
八
月
十
八
日
迄

の
事
變

の
す
べ
て
は
此
の
進
み
に
現
は
れ
た
具
體
相
の
數

々
で
あ
つ
た
。

然
し
維
新
完
成
迄
の
す
べ
て
の
動
き
は
尊

王
を
河
底
ε
し
て
流
れ

た
時
代

の
進
み
で
、
幕
末
を
色
彩
つ
た
討
幕

・
公
武
合
體

・
攘
夷

・
開
港
の
論
も
、
薩
賊

・
會
奸

・
討
長
の
叫
び
も
、

す
べ
て
は
時
代
の
進

み
行
く
流
れ
に
現
は
れ
た
ひ
し
め
き
・こ
見

る
べ
き
で
あ
つ
た
。



安
政

・
萬
延
か
ら
文
久
の
初
め
に
華
や
か
に
振
舞

つ
た
長
州
及
び
勤
王
浪
士
は
血
氣
に
過
ぎ
た
硬
論
を
以
つ
て
幕
政
破
壞
の

一
歩
前
迄
進

0

ん
だ
が
、

血
氣
志
士
の
擧
が
蹉
趺
し
(寺
田
屋
事
變
)、
此
れ
に
つ
壁
く
大
和
行
幸
の
決
行
が
青
蓮
院
中
川
宮
の
非
常
出
馬

に
依
つ
て
失
敗
に
歸

し
(夊
久
三
年
八
月
+
八
日
政
變
)、
若
き
七
公
卿
の
遏
京
、
長
藩
の
失
脚
、こ
な

つ
て
急
革
論
は
後
退
し
漸
進
論
の
軌
邁
が
敷

か
れ
た
。

入
は
此

の
文
久
三
年
よ
り
第
二
征
長
失
敗
迄
の
公
武
合
體
派
全
盛
期
を
以
つ
で
維
新
蓮

動
の

一
時
的
停
頓
・こ
見
る
で
あ
ら
う
が
、

此
の
時

期
こ
そ
、

國
家
安
泰
裡

に
大
復
古
政
治
に
到
ら
し
め
た
良
き
胎
動
期
で
あ

つ
た
。
此
の
期
に
成
立
し
た
政
權
は
將
軍
後
見
慶
喜
-こ
龠
津

・
桑

名

・
越
前
の
幕
府
親
藩
に

、
王
政
復
古
派
の
土
佐

・
薩
摩

・
近
衞
忠
熈
等
を
合
體

せ
る
も
の
で
、

後
者
が
急
革
の
激
論

を
抑
壓
し
つ
㌧
も
改

②

革

へ
向
は

せ
た
具
體
的
推
進
力
で
あ

つ
た
。

淨
土
宗
の
思
想
家
逹
が
、
其
の
活
躍
の
指
導
的
役
割
を
持

つ
た
の
も
此
の
期
で
あ

つ
た
。

元
來
淨

土
宗
は
三
河
以
來
徳
川
氏
の
奉
宗
で
あ
り
徳
川
政
權

の
保
護
の
下
に
隆
盛
を
績
け
て
來
た
も
の
で
あ
る
が
、

然
し
、
開
阻
法
然
上

人
が
三
帝

に
授
臧
を
捧
け
て
以
來
七
百
年
間
諡
號
宣
下
十
數
度
、

徳
川
初
期
以
來
親

王
を
門
主
に
奉
戴
し
、

=
示
全
般

「
今
上
天
皇
寳
祚
延

長
」
の
寳
牌
を
奉
安
、
日
夕

「
天
下
和
順
日
月
清
明
風
雨
以
時
災
礪
不
起
國
豊
民
安
」

の
經
文
を
誦
す
る
特
種
の
宗
風
を
持
つ
た
も
の
で
あ

つ
た
。

此
の
特
種
性
が
公
幕
の
摩
擦

に
惱
む
,こ
共
に
、
叉
た
そ
の
摩
擦
面
に
自
ら
綏
衝
の
役
割
を
持
つ
た
所
以
で
も
あ

る
。
叉
た
京
都

に
は

淨
土
宗
寺
院
が
四
百
近
く
密
集
し
、

ほ
・こ
ん
さ
の
堂
上
名
門
の
菩
提
所
が
あ
り
、
京
都
に
來
る
雄
藩
の
大
概
が
是
れ
を
宿
坊

ε
せ
る
こ
・こ
も

一
つ
の
大
き
な
要
件
を
な
す
も
の
で
あ

つ
た
。

淨
土
宗
僭
侶
が
志
士
浪
人
的
行
動
を
な
し
た
の
は
、

江
戸
で
刺
殺
さ
れ
た
處
錚
院
琳
瑞
、
京
都
を
追
は
れ
た
下
の
森
西
正
寺
護

明
等
が
知

ら
る
転
位
で
、
甚
だ
少
な
い
。

然
し
維
新
史
上
に
淨
土
宗
を
代
表
し
て
居
た
知
恩
院
學
天

・
上
善
寺
秀
瑞

・
黒
谷
定
圓

・
淨
疆
寺
徳
禪
等
は

當
時
の
公
武
の
代
表
者
慶
善

・
容
保

・
春
嶽

・
島
津
-こ
相
ひ
蘭
係
し
、
そ
の
よ
き
指
導
者
た
り
助
力
者
で
あ
つ
た
。

學
天
は
文
久
元
年
關
東

よ
り
來
れ
る
人
、
其
の
奉
す
る
門
圭
の
宮
は
御
年
若
か
り
し
も
、
境
地
を
同
じ
く
し
て
青
蓮
院

に
公
武
合
體
派
の
盟
圭
中

川
親
王
あ
り
、

皇
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妹
の
御
降

嫁
に
、

公
武
の
斡
旋
に
、
慶
喜

・
家
茂
の
爲
に
働
い
た
の
で
あ
る
。
黒
谷
定
圓
は
隱
れ
た
る
容
保
裏
面
の
人

で
あ
り
、
秀
瑞
は
春

嶽
の
同
復
者
、
徳
禪
は
近
衞

・
薩
藩

・
直
指
庵
村
岡
の
間
に
往
來
す
る
人
で
・あ
つ
た
。

禁
裡
内
道
瘍
清
淨
華
院
に
國
泰
安
隱
の
香
煙
が
上
り
、

江
戸
増
上
寺
護
國
黒
本
尊

へ
靜
寛
院
宮
の
御
百
度
が
あ
る
頃

、
淨
土
宗
の
政
治
的

觸
角
は
知
恩
院

・
黒
谷

・
上
善
寺

・
淨
編
寺
・こ
移
り
、

や
が
て
下
鳥
勿
法
傳
寺
に
官
軍
の
陣
を
見
る
上
に
及
ん
で
鳥
朋
伏
見
の
合
戰
は
決
し

た
。
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二

黒
谷
定
圓
ざ
會
津
容
保

③

黒
谷
日
鑑
に

「
去
る
十
月
下
旬
よ
り
、
伊
勢
爾
宮
始
め
紳
肚
佛
閣
の
御
札
並
金
銀
饗
錢
等
晝
夜
・こ
な
く
多
分
に
市
中

へ
蒼
降
し
、

夫
故
軒

別
に
青
竹
を
立
て
注
蓮
を
張
り
候
由
、
酒
宴
を
設
け
其
上
、
老
若
男
女
色
別
な
く
緋
縮
緬
友
遷
等
の
揃
ひ
俘
天
着
用
致
し
、
或
ひ
は
男
女
相

翻
じ
區

々
美
麗
を
蠱
し
市
街
に
濫
れ
口
々
に

エ
、
ジ
ヤ
ナ
ィ
カ
く

く

ご
唱

へ
云
蒙
し
ーこ
記
す
。
其
れ
は
慶
應
三
年
末
の
記
事
で
あ

る
が
文

久
政
變
以
來
靜
夲
で
あ

る
か
の
如
き
民
心
も
僅
か
四
年
の
聞

に
か

玉
る
迷
信
的
異
變
に
引
づ
ら
る
迄

に
至
り
、

將
に
大

改
革
の
前
夜
を
思
は

す
に
至

つ
て
居
る
。
か

玉
る
中

に
御
所
・こ
市
民
安
泰
に
努
力
せ
る
の
が
會
津
申
將
容
保
で
あ
つ
た
。

容
保
が
定
圓
僣
正
の
黒
谷
に
本
陣
を
置

き
京
都
守
護
職
-こ
し
て
參
内
拜
謁
を
賜
ふ
た
の
は
文
久
三
年
正
月
二
日
で
あ
つ
た
。

光
明
天
皇
の
將
軍
家
茂

に
下
さ
れ
た
る
勅
に
、

「
無
謀
の
攘
夷
は
實
に
朕
の
好
む
所
に
非
す
。

朕
思
ふ
に
古
來
中
興

の
大
業
を
成
す
者
は

其
人
を
詮
衡
す
。

苟
も
其
の
人
を
得
ざ
れ
ば
中
道

に
し
て
蹉
趺
す
。
今
三
百
の
武
將
を
見
る
に
會
津
中
將

・
越
前
々
中

將

・
伊
逹
侍
從

・
土

佐
前
侍
從

・
島
津
少
將
の
如
き
忠
實
純
厚
思
慮
宏
遠
、
國
家
樞
機
に
任
す
る
に
足
る
」
(元
治
元
.
マ

一
五
)

「
昇
夲
二
百
餘
年
威
武
の
以
つ
て

外
冠

を
制
壓
す
る
に
足
ら
ざ
る
を
如
何
せ
ん
、
妄

に
磨
懲
の
典
を
擧
け
ん
・こ
す
れ
ば
國
家
不
測
の
禍
ひ
を
招
か
ん
、こ
す

る
を
恐
る
」
、

「
豈
圖



ん
や
、
藤
原
實
美
等
鄙
野
匹
夫
の
暴
論
を
信
用
し
、
宇
内
の
形
勢
を
察
せ
す
、

國
家
の
危
殆
を
思
は
す
、
険
が
命
を
矯
め
輕
卒

に
攘
夷
の
令

を
布
告
し
し
、こ
あ
る
。
此
の
勅
命

に
現
は
る
㌧
思
想
こ
そ
文
久
政
變
の
指
導
精
祚
て
あ
り
、

容
保
の
行
動
の

一
切
が
基
づ
く
所
で
あ

つ
た
。

會
津

・
越
前

・
土
佐

・
伊
逹

・
島
津
等
の
合
體
政
權
は
思
ふ
に
威
勢
隆
々
全
都

を
壓
す
る
も
ω
が
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
が
、

威
必
す
し
も
民

心
を
鎭
め
す
、

文
久
政
變
の
中
川
親
王
・こ
容
保
の
要
撃
を
目
指
し
て
長
藩
士
及
び
浪
士
の
暗
躍
は
は
げ
し
く
池
田
屋
事
變

・
元
治
甲
子
禁
門

の
變
を
起
し
、
黒
谷
本
陣
か
ら
繰
出
す
京
都
守
護
の
會
津
藩
士
の
努
力
は
慘
に
近
き
苦
鬪
で
あ
つ
た
。

黒
谷
門
主
定
圓
は
尾
張
高
須
の
出
、
會
津
容
保
も
亦
た
高
泳
藩
の
出
身
で
あ

つ
た
。

容
保
に
取
つ
て
定
圓
は
風
流
の
友
、
生
死
解
蛻
の
師

で
あ
る
。

黒
谷
の
僣
徒
は
日
々
に
失
は
る

㌧
會
灘
武
士
に

「
あ
た
ら
若
き
美
し
き
武
士
を
失
ふ

=゚
こ
悼
句
を
捧
ぐ
る
が

、
打
つ
も
打
九
る
㌔

も
尊
王
の
志
で
あ
り
、
容
保
に
堪

え
難
き
苦
惱
で
あ

つ
た
。

定
圓
に
読
か
る
㌧
ま

玉
に

「
志
無
虚
郭
行
必
正
、
直
游
居
有
常
必
就
有
徳
」
を

自
書
し
て
座
右
に
掛
け
て
自
ら
の
依
處
、こ
し
た
(現
黒
谷
紫
雲
石
在
)。

「
心
し
つ
か
に
く
む
も
の
を
、
な
,こ
な
る
祚
の
を
}ご
ろ
か
す
ら
ん
」

、こ

は
彼
れ
が
定
圓
に
示
し
九
歌
で
あ
る
が
、

夲
靜
な
ら
ん
・こ
し
て
な
り
得
ざ
る
苦
心
を
定
圓
に
さ
ーこ
さ
れ
つ
」
京
師
警
護

に
向

つ
た
ーこ
胃
ふ
べ

き
で
あ
る
。

容
保

は
嘗
つ
て
幕
府
に
勅
使
待
遇
の
途
を
改
變
せ
し
め
た
奪
王
の
士
で
あ
り
、

勤
王
志
士
の
矯
激
彈
壓
の
綏
和
を
慶
喜

・
蘇
嶽

-こ
策
し
九

の
で
あ

る
。
然
し
名
分
を
重
じ
、
民
心
の
安
定
は
定
圓
の
主
張
す
る
所
、

禁
裡
都
下
の
取
締
の
重
大
性
の
前
に
は
、
嚴

重
な
取
締
が
な
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
志
士
に
取
つ
て
の
會
奸

は
職
,こ
し
て
取
る
べ
き
の
途
に
誤
り
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
。

容
保
は

一
方
に
民
心
の
安
定
、
窮
民
の
救
濟
を
忘
れ
す
米
の
施
與
を
怠
ら
な
か
つ
た
こ
、こ
を
黒
谷
日
鑑
は
記
す
(文
久
三
.六
)
。

薩
長
蓮
合

成
つ
て
、
容
保
が
徳
川
内
府

・
桑
名
侯
-こ
下
阪
し
た
の
は
日
鑑

に
依
れ
ば

慶
應
三
一年
十
二
月
十
二
日
で

「
御
氣
の
毒
の
こ
°/)J
ご
言
ふ
逡
別

の
辭
に
黒
谷

一
山
の
涙
が
思
ひ
淨
べ
ら
れ
る
。

然
し
容
保
の
床
し
さ
、こ
定
圓

へ
の
感
謝
は
や
が
て
討
薩
軍
を
京
師
に
向
け
ん
、こ
す
る
中
に
あ
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つ
て
も
、
金
晶
を
膾

つ
て
黒
谷
を
去
つ
た
挨
拶
(同
上
汁
日
)を
な
し
て
居
る
。

定
圓
は
容
保
の
よ
き
指
導
昔
で
あ
つ
た
が
・
同
時
に
彼
れ
は
自
家
の
識
見
か
ら
・

元
治
甲
子
の
戰
歿
者
の
追
悼
を

一
山
に
令
し
・
新
政
府

翻

成
る
や
岩
倉
具
覗
を
助
け
臼
銀
五
十
枚
を
献
じ
門
末
を
督
勵
し
て
献
金
せ
し
め

つ
瓦
あ
つ
た
。

三

春

嶽

ε

秀

瑞

理
譽
秀
瑞
は
京
都
鞍
馬
口
上
善
寺
三
十
三
世
、
詳
細
の
記
録
は
な

い
が
、

寺
傳
す
る
所
に
依
れ
ば
日
夕
古
事
記
を
愛
讀
し
、
紳
皇
正
統

に

卓
見
を
持
ち
加
茂
の
棘
官
に
是

れ
を
講
じ
た
'/1言
は
る
曳
人
、

上
善
寺
は
菊
亭

・
室
町

・
藪

・
四
條

・
東
園

・
中
園

・
北
大
路

・
嵯
峨
等
の

堂
上
公
卿
寺
院
で
あ
り
、
越
前
家
の
墓
を
も
有
す
る
。

中
川
宮
の
指
導
精
紳
に
依
り
公
武
合
體
に
奔
走
せ
る
知
恩
院
學

天
の
片
腕
・こ
し
て
活

躍
せ
る
こ
,こ
は
、
學
天
の
感
歌
(上
善
寺
現
存
)
に
依

つ
て
知
ら
れ
る
。

松
夲
葎
嶽
は
島
津
兄
弟
・こ
よ
く
、
島
津
篤
子
の
將
軍
繼
室
入
臺
を
策
し
、

和
宮
御
降
嫁
に
努
力
せ
る
人
、
早
く
も
政
治
總
裁
、こ
し
て
京
師

に
あ

つ
た
が
、
文
久
以
前
の
歌
勢
に
志
を
得
す
自
ら
京
を
去
り
、

文
久
政
變
後
再
び
政
局
に
登
上
し
た
の
で
あ

る
。
彼
の
功
業
は
此
處

で
述

ぶ
る
迄
も
な

い
が
、
彼
れ
が
京
師
に
來
る
や
上
善
寺
に
多
く
居
し
て
、

常
に
秀
瑞
、こ
談
じ
同
寺
公
卿
の
間
」

に
於

い
て
公
卿
ご
時
局
を
策
し

つ
髭
あ

つ
た
こ
ーこ
で
あ
る
。
秀
瑞
に
傾
到
す
る
こ
ε
深
か
り
し
は
、

彼
れ
が
秀
瑞
を
勸
誠
師
・こ
し
て
公
卿

・
女
官

・
幕
閣
の
重
臣
を
結
縁
し

て
大
五
重
相
傳
會
を
營
ん
で
居
る
こ
、こ
で
あ
る
。

五
重
相
傳
會
は
七
日
間
結
縁
の
入
々
を
籥
ら
せ
て
外
部

、こ
絶
つ
て
念
佛
結
盟
す
る
こ
ーこ
で

あ
り
、
(
此
の
五
重
相
傳
侖
けに
利
宮
も
會
せ
ら
れ
し
と
今
に
古
老
は
傳
へ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。
)
將
に
公
武
合
體
の
實
質
的
方
策

ε
も
言
ふ
べ
き
で
あ

る
。
(此
の
記
録
は
+
年
前
に
上
善
先
佳
が
所
持
さ
れ
た
が
、
近
日
同
寺
に
訪
ね
た
る
も
見
出
せ
ず
、
結
盟
の
人
々
の
名
が
判
明
し
な
い
。
)珠
嶽
が
元
治
甲
子

禁
門
に
迎

へ
戰

つ
た
長
藩
士
の
首
(入
江
九
一
、
原
逍
太
、
雫
田
門
吉
、
奈
須
俊
至
、
田
村
育
藏
、
緒
方
彌
左
衛
門
、
小
橋
友
之
輔
、
余

一
人
11
上
善
寺
過
去



帳
に
依
る
)を
托
さ
れ
て
葬
つ
た
の
も
上
善
寺
秀
瑞
で
あ

つ
た
。

四

直
指
庵
村
岡
ざ
徳
釋

④直
指
庵
は
嵯
峨
北
邊
の
淨
土
宗
の
尼
寺
で
あ
る
が
、
安
政
の
末
年
か
ら
此
處
に
住
し
て
厨
た
の
ぱ
嘗
て
の
近
衞
家
老
女
村
岡
矩
.+
の
後
身

(村岡筆 手習一枚起 諦女)

で
あ

る
。
津
崎
氏
(嵯
蛾
稱
念
寺
總
徒
)
の
出
、
十
三
歳
近
稿
家
に
入
り
、

將
軍
繼

室
天
障
院
が
近
衛
家

養
女
こ
し
て
入
豪
の
折
に
は
養
母
格
ご
し
て
江
戸
に
登
城
し
、

安
政
の
大
獄
に
は
、
近
衞
家
に
あ

つ

て
志
士
ご
交
り
、
安
政
五
年
水
戸
藩

へ
の
密
勅
下
賜
を
努
力
し
た
る
爲
め
に
、

梅
田
源
次
郎
、
頼
三

樹
三
郎
等

こ
共
に
捉

へ
ら
れ
て
江
戸
に
逡
ら
れ
た
。

三
十
H
の
禁
釧

に
し
て
許

さ
れ
た
後
嵯
峨

に
あ

つ
て
念
佛
生
活
に
入
つ
九
の
で
あ
る
。

表
面
の
生
活
は
姪
の
壽
仙
尼
に

一
枚
起
謂
文
を
手
否
は
せ
、

月
夕
清
凉
寺
に
參
向
す
る
善
女
人
で
め
つ
た
が
、時
は
近
術
關
臼
を
中
心
に
、
維
新
前
最
後
の
策
謀
た

ろ
薩
長
連
合
の
事
前

工
作
が
酉
郷
に
依
つ
て
邏
ば
る
㌧
時
で
あ
り
、

薩
摩
の
九
む
う
す
ぢ

淨
輻
寺
徳

禪
の
訪
れ
、
大
島
吉
之
助

(嵯
峨
古
老
の
談
に
依
れ
ぱ
酉
郷
は
馬
を
引
い
訪
れ
た
と
言
ふ
)
の
來
往
、
近
衞
關

臼
忠
熈
の
嵯
峨
行

(・忠
凝
川は
直
鮨
酬庵
よ
り
も
浩
器侃
寺
内
の
恥樂
衂
山守
∵
來
た
讎
叩で
、
此
處
に
は
巾心
殫
の
染
筆
・、
冖村
岡

の
納
額
等
が
あ
る
)

等
に
依

つ
て
此
の
直
指
庵
が
薩
長
連
合
の
邏
ぴ
の

一
策
謀
地
・こ
な

つ
て
居
た
の
で

あ
る
。

,

淨
福
寺
は
近
衞

・
柳
原
且
ハの
他
の
公
騨
寺
院
で
薩
藩
志
士
の
頓
斯

、こ
な
つ
た
所
、

住
職
徳
祿
は
絡

始
村
岡
。こ
行
動
を
共
に
し
、
寺
傳
に
依
れ
ば
、

毎
夜
裏
門
か
ら
出
で
近
衞
家
嵯
峨
を
往
來
し
て
未
明
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に
帰
つ
た
・こ
言
は
れ
る
。

然
し
今
日
同
寺
に
は
記
録
存
ぜ
す
、
志
士
の
刀
痕

・
薩
人
の
祀
堂
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
Q

五

(畢 天建立殉難忠死 の墓)

⑥

慶
應
三
年
十
二
月
卜
五
日
大
雲
院
北
條
的
門
が
江
州
八
幡
西
光
寺

に
出
し
た
手
紙
に
、

「
關
白
中
川
宮
先
じ
て
耋
控
、
議
奏
傳
奏
守
護
職
所
司
代
奉
行
迄
被

廢
候
:
…
・將
軍
十
二

日
夜
よ
り
十
、二
日
曉
天
迄
二
條
城
引
拂
大
阪

へ
御
引
越
相
成
り
候
…
…
…

一
、
王
征
復
古

、こ
申
付
先

つ
不
執
敢
三
職
ご
申
事
相
定
候
。
左
に
申
ヒ
候
。
(
三
職
列
名
あ
り
罵

一
、
徳
川

公
淺
土
産
市
中

へ
米
五
萬
石
金
五
千
兩
被
下
候
由
、
是
は
大
出
來
に
御
座
候
、
右
故
歟
買

物
白
米
賣
升
に
て
六
十
七
十
も
下
落
の
由
相
聞
候
δ

右
等
の
事
故
ヒ
下
の
騒
動
御
遙
察
可

有
候
云
々
」

-こ
め
り
此
の
後
に

萬

一
政
變

に
依
る
混
亂
の
際

は
知
恩
院
祗
像
を
江
州
に
、

門
跡
御
殿
を
醍
醐
三
寳
院

へ
移
す
準
備
す
。へ
き
こ
、こ
を
記
し
て
居
る
。
公
武
合
體
政
權
の

下
に
華
や
か
な
の
し
淨
土
宗
も
徳
川
家
の
沒
落
、
公
武
合
體
政
治
絡
末
が
宗
門
入
を
慘
め

な
不
安
に
陥
入
れ
し
め
た
こ
・こ
が
知
ら
れ
る
。

然
し
此
の
間

に
知
恩
院
學
天
は
明
治
元
年
二
月
四
日
參
内
し
、
(
知
恩
院
日
鑑
)
、
新
政
權

翼
讃
の
爲
め
に
門
末
に
令
し
て
勤
王
證
書
の
提
出
、
東
幸
献
金
五
萬
兩
の
募
金
を
完
成
し

て
献
ヒ
し
、
江
戸
増
上
寺
の
十
萬
兩
献
金
.こ
相
應
じ
た
の
で
あ
る
。
學
天
が
知
恩
院
境
内

に
殉
難
忠
死
の
墓

(現
存
)
を
立
て
九
の
は
明
治
元
年
九
月
で
、
伏
見
鳥
羽
の
戰
ひ
ば
正
月
三

日
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く

は
忠
魂
碑
中
の
最
も
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古

き

も

の

で
あ

る

。

そ

の

撰

文

に

曰

く

「
頃

年

有

抗

朝

命

者

、

勅

諸

藩

征

之

殺
傷

甚

多

、

殉

難

者

不

可

勝

記

、

無

堪

惻

隱

之

至

、

因

聞

之

官

聽

、

修

追

輻

齋

魯

、

且

樹

立

墓

竭

以
慰

忠

魂
」

、こ
、

同

廿

五

・
廿

六

・

廿

七

日

三

日
聞

に

互

る

法

要

を

修

し

て

是

れ
を

弔

つ

て

居

る

。

其

の
後

の

淨

土

宗

は

、

押

寄

せ

る
排

佛

の
論

に
、

徹

定

の

高

祗
敬

紳

録

出

で

、

「
紳

逍

根

本

儒

佛

兩

翼
」

の
標

識

を

指

令

し

て
新

政

に

應

ぜ

ん

、こ
し

た

の

で
あ

つ

た

。

註
o
浪

士
蝿
木

和
泉

の
献
策

に
依
り
急
進
論
者

が
天
皇

の
紳
武
帝
陵

御
拜
を
願

ひ
攘
夷
を
宣

し
、
幕

府
應

ぜ
ざ
れ
ば
直
ち

に
討
幕

の
師

を
起
さ
ん
と
す

る
も

の

で
あ
る

が
此
れ

に
封
す
る
當

時

の
主
腦
部

の
考

へ
は
、
近
衛
闢
白

が
此
度

の
行
幸

は
三
倏
初

め
若

手

の
暴
公
卿
が
追

つ
て
御
願
ひ
串

し
た

の
で
…
…
何
分

に
も
其

の
勢
力

が
強
く

て
仕
方

が
な

い
。
其

の
實
公
卿

の
蓮
中

に
元
氣

の
あ
る
人

は
僅
か

で
御
座

い
ま
し

て
浮
浪

等
が
尻
押
し
を
し
た

の
で
あ
る
と
語

つ

て
屠

る
如
く
、
叉
第

二
項

に
引
用
し
た
孝
明

天
皇

の
詔
勅

に
見

ら
る

エ
如

く
全
く

の
無

理
押

し

で
、
宇
内

の
大
勢
を
知
る
も

の
に
、
明
白

に
そ

の
無
暴
さ

が
畏
れ
ら
れ
て
居

た
擧

で
あ

つ
た
。

②

此

の
政
權

は
他

面
よ
り
見

る
時

は
.
兩

派

に
信

望
あ
る
近

衛
公

が
島

津
等

の
王
復
古
汲

と
幕
府
方

の
公
武
合
體
派
を
結
合

し
て
成

立
せ
し
め
た
も

の
で
此

の
問

に
改
革

の
具
體
策
を
見
出
さ
ん

と
し
た

一
種

の
近
衛
政
權

で
あ

つ
た
o

③
黒
谷

日
鑑

は
徳

川
中
期

よ
り
今

日
迄
完

全

に
記
さ
れ

て
な
く
、
先
年

の
災

に
竜
難
を
冤

れ
た
。
特

に
維
薪

罰
後

の
も

の
に
は
(
索

引
)迄
作

ら
れ

て
あ
る
。

、

維
新
前
後
特

に
會
津

の
動

向
を

中
心
と
し
た
、
庶

民

の
状
態

を
知
る
好
贅
料

で
、
維
薪
史
を
訂

正
す

べ
き
幾
多

の
詑
遠

が
あ
る
。

④
直
指
庵

は
も
と
黄
檗

宗
、
籵
岡
在
住
以
來
淨
土
宗

と
な

つ
た
も

の
で
、
同
庵

に
は
村
岡

の
江
戸
行

日
詑
其

の
他
、
村
岡
、
近
衛
家

三
代
の
多
く

の
史
料

が

現
存
す
る
。
特

に
手
習
本
「
法
然
上
人

一
枚
起
請
文
」
は
、
村

岡
が
弟
子

の
手
習

に
作

つ
た
も

の
、
美

事
な
筆

蹟

の
も

の
で
あ

る
。

⑥
知
恩
院

日
鑑

は
徳

川
期

の
竜

の
か
ら
今
日
迄

の
も

の
が
現
存
す

る
。
知
恩
院

へ
慶

々

の
慶

喜
家
茂

の
參
詣

そ

の
他
諸
藩

の
動
向
特

に
皇
武
合
體
浤

と
淨
土

宗

の
僣
侶

の
動
向
を
知

る
好
費
料

で
あ
る
。

⑥
現
在
江
州

八
幡
西
光
寺

に
あ

る
も

の
。
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